
株式会社パルマ

招集ご通知

証券コード：3461

＜開催情報＞

日　　時 平成30年12月19日（水曜日）午前10時

場　　所 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
霞が関コモンゲート西館　37階
霞山会館　牡丹の間
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決議事項
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
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ごあいさつ

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
私たちパルマは、「ニッチ・フロンティア・イノベーション」を旗印に小規模でも
潜在的な成長の可能性が高く、米国のような巨大市場に発展する可能性を秘めて
いる日本のセルフストレージ市場において、当事業に関わるすべての機能をワン
ストップで供給できる世界でも類を見ないビジネスソリューションプロバイダー
として発展して参りました。

高齢化、都市化の進行によるセルフストレージ利用ニーズの拡大と不動産市況の
活況による新たな不動産投資商品への需要の高まりに応えて、投資家の資金を市
場に呼び込み、市場の急成長を促すべく、投資家向けにセルフストレージ施設の
新規開発販売および運営サービス提供を行ってきたことで、米国で1980年代と同
様に急成長していく市場の導火線に点火できたと思います。
加えて、当期において日本郵政グループと資本提携を行い、資本を充実すると同
時に、同グループとの協力関係を基盤にさらに飛躍して参ります。

私たちは、「セルフストレージ業界とともに成長発展する。」ことを経営理念に掲げ、
セルフストレージを普及させることで皆様の暮らしを豊かにすることを引き続き
目標にしていきます。

施設開発から運営受託・アウトソーシング、ITサービスおよび機関投資家に対するPM業務まで、当業界において川上
から川下まで垂直統合で事業領域を拡大し、当業界のプラットフォームとなって参ります。
そしてさらなる成長を目指して、今後ともセルフストレージを利用するお客様と運営事業者様およびセルフストレージ
投資家様のために、より革新的なサービスの創出に努め、株主様のために企業価値の向上に努めて参る所存でございます。

株主の皆様には、今後も変わらぬご支援・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

収納イノベーションで生活を豊かに
セルフストレージ業界とともに成長・発展する

セルフストレージ事業者

セルフストレージ利用者

入金管理
滞納保証
滞納管理
巡回清掃

問合せ・申込み受付
利用者審査
集金・決済手段提供
解約受付

物件開発／開業支援
事業運営コンサルティング

API配信WEB集客サービス
（クラギメ）
物件在庫管理システム提供

（クラリス）

BS TKSITS

【用語解説：セルフストレージ】
主に収納スペースをレンタルする
サービスをいい、利用者自身で自
由に荷物の出し入れができます。
思い出の品や季節用品など、頻繁
に使わないものを収納することで、
住空間にゆとりが生まれます。

■当社の事業領域

代表取締役社長
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財務ハイライト情報
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225
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1,641
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3,064
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平成30年度

78.45

第51期
平成30年度

（単位：百万円）

売上高 26億16百万円
（前期比　11.5％増）

（単位：百万円）

経常利益 3億21百万円
（前期比　52.4％増）

（単位：百万円）

当期純利益 2億25百万円
（前期比　44.4％増）

（単位：百万円）

純資産額 16億41百万円
（前期末比　94.7％増）

（単位：百万円）

総資産額 30億64百万円
（前期末比　118.6％増）

（単位：円）

１株当たり
当期純利益

78.45円
（前期比　135.8％増）
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当社サービスの概要

セルフストレージビジネスプロセスのアウトソーシングに滞

納保証を付加したサービスを提供しております。セルフスト

レージ利用者はセルフストレージ事業者との一時使用契約締

結時に当社へ保証料を支払うことで保証人の設定や敷金が不

要となり、また、セルフストレージ事業者は当社が保証する

ことで使用料未回収リスクの低下とアウトソーシングによる

業務全体の効率化を図ることができます。

❶ ビジネスソリューションサービス（BS）
売上高　7億1,182万円（前期比10.0％増）

当サービスは予約決済ができる業界初のセルフストレージ専

用ポータルサイト「ニコニコトランク」を通じて、在庫管理

システム「クラリス」に登録された物件情報を配信すること

で集客サービスを提供しております。

http://niconicotrunk.com/

❷ ITソリューションサービス（ITS）
売上高　3,108万円（前期比16.0％増）

セルフストレージ事業運営のコンサルティング、物件の開発

及び事業者への売却といった業務を通じて、顧客がセルフス

トレージ事業を直ちに稼働できる状態を提供しております。

❸ ターンキーソリューションサービス（TKS）
売上高　18億7,366万円（前期比12.0％増）

物件名 OPEN Units 開発販売 建物改装
南与野 2014年10月 125室 ○
鎌倉 2015年 4月 54室 ○
木場 2015年 8月 358室 ○
越谷 2015年 9月 58室 ○
中目黒 2015年10月 103室 ○
北小岩 2015年10月 86室 ○
板橋坂下 2016年 4月 17室 ○
千歳台 2016年 9月 65室 ○
保木間 2016年11月 133室 ○
江古田 2016年12月 137室 ○
目黒中町 2017年 1月 113室 ○
国立弁天通 2017年 6月 85室 ○
杉並清水 2017年 8月 81室 ○
田無向台 2017年 9月 68室 ○
練馬中村 2017年 9月 95室 ○
武蔵野緑町 2017年 9月 113室 ○
三鷹下連雀 2017年 9月 101室 ○
杉並善福寺 2017年11月 120室 ○
府中 2018年 4月 161室 ○
小豆沢 2018年 9月 151室 ○
東久留米 2018年 9月 100室 ○
調布成城 2018年 9月 73室 ○
稲城 2018年 9月 163室 ○
練馬豊玉 2018年 9月 98室 ○
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(証券コード3461)
平成30年12月４日

株　主　各　位
東京都千代田区永田町二丁目４番11号
株 式 会 社 パ ル マ
代表取締役社長 高 野 茂 久

第51回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第51回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、平成30年12月18日（火曜日）午後５時までに到着するようご
返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年12月19日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号

霞が関コモンゲート西館　37階　霞山会館　牡丹の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第51期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）事業報告及び計算書

類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案
第３号議案

監査役３名選任の件
補欠監査役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をイン
ターネット上の当社ウェブサイト（http://www.palma.jp/）に掲載させていただきます。

－ 4 －

招集ご通知
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（提供書面）

事　 業　 報　 告
(平成29年10月 1 日から
平成30年 9 月30日まで)

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　セルフストレージ業界は、地方及び首都圏の郊外を中心に小規模事業者によるコンテナ型セ
ルフストレージへの参入は引き続き活発に続いております。また、都市化の進行によるセルフ
ストレージ利用ニーズの拡大と不動産市況の活況による新たな不動産投資商品への需要が高ま
るにつれ、東京都内及びその周辺で建物型のセルフストレージへの投資が拡大しており、セル
フストレージ市場は全体として引き続き順調に拡大しております。
　また、日本郵政キャピタル株式会社から出資を受け、日本郵政グループの関連会社となった
ことにより、信用力と財務力のさらなる強化を行うことができました。
　このような状況の下、当社は、「セルフストレージ業界とともに成長発展する」ことを経営
理念に掲げ、セルフストレージ市場の拡大を図るために、引き続きビジネスソリューションプ
ロバイダーとして３つのソリューションサービスを提供してまいりました。
　ビジネスソリューションサービスにおきましては、セルフストレージに関する業務をワンス
トップでサービスが提供できる滞納保証付きビジネスプロセスアウトソーシングとして、セル
フストレージ業界では既に多くの企業でご利用いただいておりますが、当事業年度は、当社主
催のセミナーを積極的に開催して、業界内外の交流を活性化させるとともに、新たなサービス
の提案を積極的に展開してまいりました。
　また、ＩＴソリューションサービスとして、セルフストレージＷＥＢ予約決済・在庫管理シ
ステム「クラリス」の浸透を図り、契約件数も引き続き堅調に増加しております。
　さらに、ターンキーソリューションサービスとして、セルフストレージ施設の開発販売は順
調に拡大し、前事業年度に引き続き当事業年度のサービス別の売上高として最大となっており
ます。また投資家につきましても、前事業年度よりも幅が広がり、国内勢の他に、海外の大手
ファンド等の海外投資家が積極的にセルフストレージ物件の購入の検討を開始しており、個人
から海外の機関投資家まで裾野が拡大してきております。

－ 5 －

当事業年度の事業の状況
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　以上の結果、当事業年度の売上高は2,616,573千円（前事業年度比11.5％増）、営業利益は
325,804千円（同50.9％増）、経常利益は321,735千円（同52.4％増）、当期純利益は225,035
千円（同44.4％増）となりました。

　各サービスの取組みは次のとおりであります。
（ビジネスソリューションサービス）
　当社主力の当サービスでは、セルフストレージ利用申込、使用料入金管理、滞納管理、滞納
保証、残置物撤去、及び集客サービスの受託を行っております。平成30年９月末時点での受託
件数は70,925件（前事業年度比12.1％増）となりました。

（ＩＴソリューションサービス）
　当サービスでは、セルフストレージＷＥＢ予約決済・在庫管理システム「クラリス」を軸に、
セルフストレージ事業者に対して、ＡＳＰによるＩＴシステムの提供及びＩＴによる集客支援
を行っております。

（ターンキーソリューションサービス）
　当サービスでは、セルフストレージ施設の開発販売を行っております。当事業年度はセルフ
ストレージ物件の売却を８件行いました。

サービス別売上高

サ ー ビ ス 区 分

第 51 期
（当事業年度）
平成30年９月期

前事業年度比

金 額 増 減 率

ビ ジ ネ ス ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 711,820千円 10.0％

Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 31,088 16.0

タ ー ン キ ー ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 1,873,664 12.0

合 計 2,616,573 11.5

－ 6 －

当事業年度の事業の状況
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②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は19,271千円であり、その
主なものは事務所増床342千円及びシステムの機能追加17,227千円でありました。

③　資金調達の状況
　当事業年度中に、ターンキーソリューションサービスの運転資金として、金融機関より長期
借入金532,000千円の調達を行いました。
　また、第三者割当増資に伴い160,000株の新株式を発行、及び新株予約権（ストック・オプ
ション）の行使に伴い25,200株の新株式を発行し、あわせて592,700千円の資金を調達して
おります。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　2017年10月31日付にて、株式会社日本経営承継支援の株式５株を取得いたしました。

－ 7 －

当事業年度の事業の状況
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 48 期
平成27年9月期

第 49 期
平成28年9月期

第 50 期
平成29年9月期

第 51 期
(当事業年度)

平成30年9月期

売 上 高 (千円) 709,663 1,087,295 2,346,068 2,616,573

経 常 利 益 (千円) 100,061 163,128 211,095 321,735

当 期 純 利 益 (千円) 56,245 116,849 155,791 225,035

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 25.81 43.81 57.75 78.45

総 資 産 (千円) 825,324 1,225,063 1,401,910 3,064,255

純 資 産 (千円) 566,277 687,427 843,343 1,641,867

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 212.69 254.90 312.55 535.04

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数
により算出しております。

２．平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第48期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定してお
ります。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　　該当事項はありません。
　（注）親会社であった株式会社ディア・ライフについては、第三者割当増資による新株発行及

び株式会社ディア・ライフの株式譲渡により、親会社ではなくなっております。
②　重要な子会社の状況
　　該当事項はありません。

－ 8 －
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⑷　対処すべき課題
　当社は景気動向及びセルフストレージ業界の動向に柔軟に対応しながら、継続的な業績発展及
び経営基盤の安定を図っていくために、以下の事項を今後の事業展開における主要な課題として
認識し、解決に取り組んでまいります。
・市場シェア及び事業エリアの拡大
・ビジネスソリューションサービスにおける滞納管理の拡充・強化
・ＩＴソリューションサービスにおけるセキュリティ管理体制の強化
・ターンキーソリューションサービスを軸にした新サービスの展開

⑸　主要な事業内容（平成30年９月30日現在）
　当社は、セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業を営んでおります。
　なお、当社の事業は、セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業の単一セグメ
ントであるため、セグメント情報は記載せず、各サービスについて記載しております。

サ ー ビ ス 区 分 サ ー ビ ス 内 容

ビ ジ ネ ス ソ リ ュ ー シ ョ ン
サ ー ビ ス

セルフストレージ使用の申込受付・入金管理・滞納督促・残置物撤
去・物件巡回などビジネスプロセスのアウトソーシング及び滞納保
証

Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン
サ ー ビ ス

セルフストレージＷＥＢ申込・予約決済・物件管理システムの開発
運用、集客サイトの開発運用

ターンキーソリューション
サ ー ビ ス

セルフストレージ事業運営のコンサルティング、物件の開発及び事
業者への売却

⑹　主要な営業所及び工場（平成30年９月30日現在）

本 社 東京都千代田区永田町二丁目４番11号

－ 9 －

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場
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⑺　従業員の状況（平成30年９月30日現在）

従 業 員 数 前事業年度末比 平 均 年 齢 平均勤続年数

30(10)名 ５(０)名増 37.9歳 3.7年
（注）従業員数は就業人員であり、契約社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（平成30年９月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 317,000千円

三 井 住 友 ト ラ ス ト ・ パ ナ ソ ニ ッ ク
フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社 259,354

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 130,000

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 91,500

芙 蓉 総 合 リ ー ス 株 式 会 社 82,404

株 式 会 社 関 西 ア ー バ ン 銀 行 67,500

西 武 信 用 金 庫 61,636

株 式 会 社 京 葉 銀 行 30,000

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 24,994

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 10 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項
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２．株式の状況（平成30年９月30日現在）
⑴　発行可能株式総数 8,000,000株
⑵　発行済株式の総数 3,068,800株
　（注）１．第三者割当増資及びストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は185,200株増加し

ております。
２．平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。それに伴

い発行済株式の総数は1,534,400株増加しております。
⑶　株主数 821名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ 1,329,200株 43.31％

日 本 郵 政 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 640,000 20.85

高 野 茂 久 115,500 3.76

山 西 良 知 80,000 2.60

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 51,300 1.67

Ｇ Ｍ Ｏ ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社 46,800 1.52

山 田 直 樹 44,000 1.43

阿 部 幸 広 27,900 0.90

上 村 卓 也 25,400 0.82

青 木 　 寛 25,000 0.81

－ 11 －

株式の状況
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３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

新 株 予 約 権 の 名 称 第 ３ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 平成26年７月23日

新 株 予 約 権 の 数 382個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　305,600株
(新株予約権１個につき800株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり　100,000円
(１株当たり　125円)

権 利 行 使 期 間 平成28年 8 月 1 日から
平成36年 7 月22日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数　　　　382個
目的となる株式数　305,600株
保有者数　　　　　　　　 2名

社 外 取 締 役
新株予約権の数　　　　　 0個
目的となる株式数　　　　 0株
保有者数　　　　　　　　 0名

監 査 役
新株予約権の数　　　　　 0個
目的となる株式数　　　　 0株
保有者数　　　　　　　　 0名

（注）１．行使の条件は以下のとおりです。
①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は、従業員、その他これに準ずる

当社の取締役会が認める地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他
正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。

②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
２．平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

－ 12 －

新株予約権等の状況
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新 株 予 約 権 の 名 称 第 ４ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 平成29年12月１日

新 株 予 約 権 の 数 600個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　120,000株
(新株予約権１個につき200株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり　1,100円
(１株当たり　5.5円)

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり　270,000円
(１株当たり　1,350円)

権 利 行 使 期 間 平成31年 1 月 1 日から
平成39年12月20日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数　　　　600個
目的となる株式数　120,000株
保有者数　　　　　　　　 3名

社 外 取 締 役
新株予約権の数　　　　　 0個
目的となる株式数　　　　 0株
保有者数　　　　　　　　 0名

監 査 役
新株予約権の数　　　　　 0個
目的となる株式数　　　　 0株
保有者数　　　　　　　　 0名

（注）１．行使の条件は以下のとおりです。
①　新株予約権者は、平成30年９月期乃至平成34年９月期のいずれかの期において、当社の損益計算

書に記載された経常利益が４億円を超過した場合（当社が連結財務諸表を作成することとなった場
合には、連結経常利益を参照する。）にのみ新株予約権を行使することができる。なお、参照すべ
き経常利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標
の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて
定めるものとする。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

－ 13 －

新株予約権等の状況
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⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
２．平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
新 株 予 約 権 の 名 称 第 ４ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 平成29年12月１日

新 株 予 約 権 の 数 332個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　66,400株
(新株予約権１個につき200株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり　1,100円
(１株当たり　5.5円)

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり　270,000円
(１株当たり　1,350円)

権 利 行 使 期 間 平成31年 1 月 1 日から
平成39年12月20日まで

行 使 の 条 件 （注）

使 用 人 等 へ
の 交 付 状 況 当 社 使 用 人

新株予約権の数　　　　332個
目的となる株式数　　66,400株
交付者数　　　　　　　　27名

（注）１．行使の条件は以下のとおりです。
①　新株予約権者は、平成30年９月期乃至平成34年９月期のいずれかの期において、当社の損益計算

書に記載された経常利益が４億円を超過した場合（当社が連結財務諸表を作成することとなった場
合には、連結経常利益を参照する。）にのみ新株予約権を行使することができる。なお、参照すべ
き経常利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標
の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて
定めるものとする。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

２．平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

－ 14 －

新株予約権等の状況
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（平成30年９月30日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 阿 部 幸 広 株式会社ディア・ライフ代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 高 野 茂 久

取 締 役 上 村 卓 也 管理部担当役員

取 締 役 鈴 木 秀 長 営業本部長

取 締 役 榎 　 和 志 株式会社アミックス常務取締役
株式会社アミックスコミュニティ代表取締役

常 勤 監 査 役 萩 原 且 彦

監 査 役 輿 水 英 行 株式会社フォンティス代表取締役
株式会社フーバーブレイン代表取締役

監 査 役 清 水 誠 一 株式会社ディア・ライフ取締役管理ユニット長
（注）１．取締役榎和志氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役萩原且彦氏及び監査役輿水英行氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役萩原且彦氏は、金融機関での業務経験に加え、事業法人の取締役として豊富な経験を有し

ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．監査役輿水英行氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。
５．監査役清水誠一氏は、金融機関での業務経験に加え、事業法人の取締役として豊富な経験を有してお

り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
６．当社は、取締役榎和志氏、監査役萩原且彦氏及び監査役輿水英行氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 15 －

会社役員の状況
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⑵　取締役及び監査役の報酬等
①　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

５名
(１)

54,420千円
（1,200）

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

３
（２）

6,000
（4,800）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

８
（３）

60,420
（6,000）

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成26年５月16日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決
議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成26年５月16日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議
いただいております。

②　当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

③　社外役員が親会社等から受けた役員報酬等の総額
　　　　該当事項はありません。

⑶　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役榎和志氏は、株式会社アミックスの常務取締役及び株式会社アミックスコミュニティ
の代表取締役であります。当社と上記の各法人との間に取引関係はありません。

・監査役輿水英行氏は、株式会社フォンティスの代表取締役及び株式会社フーバーブレインの
代表取締役であります。当社と上記の各法人との間に取引関係はありません。

－ 16 －

会社役員の状況
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②　当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 榎　　和志
当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回に出席いたしまし
た。出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅
広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。

監査役 萩原　且彦

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査役会15回の
うち15回に出席いたしました。金融機関及び事業法人での業務経験
に基づき、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保すべく議案
の審議に必要な意見表明を適宜行うとともに、監査役会における重要
な協議や監査結果について必要な発言を行っております。

監査役 輿水　英行

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回、監査役会15回の
うち14回に出席いたしました。公認会計士及び税理士としての専門
的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保すべく
議案の審議に必要な意見表明を適宜行うとともに、監査役会における
重要な協議や監査結果について必要な発言を行っております。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、当社定款において社外取締役又は社外監査役
との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定め
ておりますが、現時点においては、各社外役員との間で責任限定契約を締結しておりません。

－ 17 －

会社役員の状況
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 14,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況などが適切であるかどうかに
ついて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合等には、監査役全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨及びその理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制の整備

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　毎月１回開催される定例取締役会では、法令及び定款に定められた事項及び経営に関する重
要な事項の決議を行うとともに、各取締役は職務の執行状況について報告しております。出席
監査役は各取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、日常の業務監査により取締役の職務
執行が法令及び定款に反していないか監査しております。
　使用人の職務執行の適切性を確保するために、社長直轄の内部監査担当者を置き、内部監査
規程に基づき、内部監査を実施しております。また、内部監査担当者は必要に応じて監査役会
と情報交換し、効率的な内部監査を実施しております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会議事録等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、文書管理規程等の社内規程
に基づき、書面又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。また、文書管理
を担当している管理部は取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧
に供することのできる体制を取っております。また、従業員に法令・定款の遵守を徹底するた
め、取締役会において、内部通報規程を制定・施行し、従業員が法令・定款等に違反する行為
を発見した場合の報告体制を構築しております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　各部の業務に付随するリスク管理は当該組織単位が行い、全社的なリスク管理は管理部が行
っております。また、コンプライアンスやリスク管理等の観点から業務遂行において問題もし
くは懸念があれば、当社と顧問契約を締結している法律事務所に助言・指導を受けております。
　管理部は、内部牽制機能を担う部として、各部のリスクを監視し、リスクが顕在化し重大な
影響を及ぼす危険性が高まったと判断される場合、速やかに代表取締役及び監査役にその内容
を報告し対策を講じることのできる体制を整えております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務の効率性を確保するため、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、
それぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。また、取締役会において中期経営計画
及び年度計画を策定の上、毎月１回の定例取締役会での業務執行報告に基づき、月次での進捗
状況の管理を行い、その結果を職務執行にフィードバックしております。

－ 19 －
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⑤　当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
　適正な業務執行・意思決定が行われるよう、必要に応じ関係会社の取締役・監査役の間で、
情報連携を図っております。また親会社を含む関係会社間の取引については、取引の客観性及
び合理性を確保しております。
　関係会社に損失の危険が発生し、所管部長がこれを把握した場合には、直ちに発見された損
失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響について、当社の取締役会に報告する体制
を確保しております。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性に
関する事項
　監査役が補助使用人を求めた場合には、協議の上、速やかに設置いたします。補助使用人は、
兼任も可能ですが、その職務の遂行に関しての指揮命令権は監査役に属し、補助使用人の発令・
異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を得るものとしております。また、当社
は、補助使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を役員及び従業員に周知徹底しております。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
　監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、
関係資料を閲覧いたします。また、取締役及び使用人は、内部統制に関する事項について監査
役に対し定期的に、また重要事項が生じた場合は都度報告するものとし、監査役は必要に応じ
て取締役及び使用人に対して報告を求めております。
　内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコ
ンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。また、当社
は、監査役への報告を行った役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な
取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び従業員に周知徹底しております。

⑧　監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
　取締役は、監査役がその職務の執行について生じた費用を当社に請求した場合には、当該請
求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないことが明らかな場合を除き、速
やかに当該費用又は債務を処理いたします。
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⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役は、監査の実効性を確保するため、監査役が内部監査担当者と定期的に情報・意見を
交換する機会を確保しております。また、監査役は取締役と定期的に会合をもち、経営方針を
はじめ、会社が対処すべき課題、リスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要
課題等について意見交換を行っております。
　監査役は必要に応じて外部専門家を利用し、より精密な監査意見の形成に努めております。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社のコーポレートガバナンスの充実に向けた当期における実施状況は次のとおりであります。
・取締役会においては、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事

項を決定し、経営計画の評価・分析・対策を検討するとともに法令・定款等への適合性及び業
務の適正性の観点から審議いたしました。なお当社取締役会には監査役も同席し議案の審議に
必要な意見表明を適宜行っております。

・監査役会においては、監査方針・監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び
財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監査いたしまし
た。

・財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を実
施いたしました。また使用人の職務執行の適切性を確保するために、策定した監査計画に基づ
き内部監査を行い、代表取締役社長、監査役及び会計監査人に結果を報告いたしました。

７．会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、
特に定めておりません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
⑴　剰余金の配当等に関する基本方針

　当社は将来の事業展開を総合的に勘案し、財務体質強化と内部留保の確保を図る一方、株主の
皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識し、適正な利益配分を実施することを基本方針と
しております。

⑵　当事業年度の配当
　当事業年度の期末配当につきましては、平成30年11月９日開催の取締役会において１株当た
り10円とさせていただきました。
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貸　借　対　照　表
（平成30年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
金 銭 の 信 託
売 掛 金
求 償 債 権
仕 掛 販 売 用 不 動 産
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
工 具 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
敷 金
そ の 他

2,984,178
1,927,829

1,350
68,814

229,104
758,702
10,810
68,686
6,532

△87,651
80,077
4,249
1,905
2,343

31,886
31,581

305
43,941
11,363
16,800
5,150

161
9,866

600

流 動 負 債 1,380,767
短 期 借 入 金 666,752
1年内返済予定の長期借入金 356,016
未 払 金 100,415
未 払 費 用 38,635
未 払 法 人 税 等 75,858
前 受 金 662
預 り 金 14,994
前 受 収 益 105,880
そ の 他 21,553

固 定 負 債 41,620
長 期 借 入 金 41,620

負 債 合 計 1,422,387
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,640,842
資 本 金 578,959
資 本 剰 余 金 489,408

資 本 準 備 金 489,408
利 益 剰 余 金 572,549

利 益 準 備 金 3,997
そ の 他 利 益 剰 余 金 568,551

繰 越 利 益 剰 余 金 568,551
自 己 株 式 △74

新 株 予 約 権 1,025
純 資 産 合 計 1,641,867

資 産 合 計 3,064,255 負 債 純 資 産 合 計 3,064,255
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
(平成29年10月 1 日から
平成30年 9 月30日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,616,573

売 上 原 価 1,714,530

売 上 総 利 益 902,043

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 576,239

営 業 利 益 325,804

営 業 外 収 益

受 取 利 息 12

受 取 配 当 金 19

償 却 債 権 取 立 益 91

債 権 売 却 益 1,295

助 成 金 収 入 2,600

そ の 他 58 4,079

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,148 8,148

経 常 利 益 321,735

税 引 前 当 期 純 利 益 321,735

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 99,708

法 人 税 等 調 整 額 △3,009 96,699

当 期 純 利 益 225,035

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（平成29年10月 1 日から

平成30年 9 月30日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金
合 計 利 益 準 備 金

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 　 　 　 計繰 越 利 益
剰 余 金

平 成 2 9 年 1 0 月 1 日 残 高 282,609 193,058 193,058 3,997 363,752 367,750

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 296,350 296,350 296,350

剰 余 金 の 配 当 △20,237 △20,237

当 期 純 利 益 225,035 225,035
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当事業年度中の変動額合計 296,350 296,350 296,350 － 204,798 204,798

平 成 3 0 年 9 月 3 0 日 残 高 578,959 489,408 489,408 3,997 568,551 572,549

株 主 資 本
新 株 予 約 権 純 資 産

合 　 　 計自 己 株 式 株 主 資 本
合 　 　 計

平 成 2 9 年 1 0 月 1 日 残 高 △74 843,343 － 843,343

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 592,700 592,700

剰 余 金 の 配 当 △20,237 △20,237

当 期 純 利 益 225,035 225,035
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 1,025 1,025

当事業年度中の変動額合計 － 797,498 1,025 798,523

平 成 3 0 年 9 月 3 0 日 残 高 △74 1,640,842 1,025 1,641,867

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法
　子会社株式　　　　　　　　　　　　移動平均法に基づく原価法を採用しております。
　その他有価証券
　　時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法に基づく原価法を採用しております。
②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　販売用不動産及び仕掛販売用不動産　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年～15年
工具器具及び備品 ４年～10年

②　無形固定資産　　　　　　　　　　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

⑶　引当金の計上基準
　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。控除対象外消費税額等については、
販売費及び一般管理費に計上しており、固定資産に係るものは長期前払費用に計上し、５年間で均等償却
を行っております。

－ 25 －

個別注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類

2018/11/26 11:08:08 / 18440749_株式会社パルマ_招集通知（Ｃ）

２．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
定期預金
仕掛販売用不動産

30,000千円
758,702千円

②　担保に係る債務
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金

270,000千円
336,000千円

上記定期預金について当座借越契約（借越限度額150,000千円）の担保に供しております。なお、期
末日現在において借入実行残高はありません。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 7,312千円
⑶　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

金銭債権
金銭債務

3,067千円
1,338千円

３．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

営業取引 31,542千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 1,349,200 1,719,600 － 3,068,800
（注）１．増減数の内訳は以下のとおりであります。

第三者割当増資による増加　　　　　　普通株式 160,000株
新株予約権の行使による増加　　　　　普通株式 25,200株
株式分割による増加　　　　　　　　　普通株式 1,534,400株

２．平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

－ 26 －
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⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 52 52 － 104
（注）１．増減数の内訳は以下のとおりであります。

株式分割による増加　　　　　　　　　普通株式 52株
２．平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

⑶　当事業年度の末日における新株予約権に関する事項（権利行使期間が到来していないものを除く）
第３回新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 320,800株
（注）平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

⑷　剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額
　平成29年11月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

配当金の総額 20,237千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 15円
基準日 平成29年９月30日
効力発生日 平成29年12月21日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
　平成30年11月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

配当金の総額 30,686千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 10円
基準日 平成30年９月30日
効力発生日 平成30年12月20日

（注）平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

－ 27 －
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借り入れにより調達して
おります。なお、デリバティブ取引は利用しておらず、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である求償債権及び売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されており、厳しい経済環境
の変化等により契約に従った債務履行がなされない可能性があります。当該リスクに関しては、顧客管理
システムにより残高及び期日を管理するとともに、回収遅延債権については、担当部署により個別に把握
及び対応を行う体制としております。
　借入金は、主に営業活動に必要な資金を目的としたものであり、その一部は、変動金利であるため、金
利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、担当部署が借入先ごとに金利変動を管理し、
金利変動による負担軽減の早期把握を図っております。
　未払法人税等は１年以内に納付期限が到来するものであります。これは、流動性リスクに晒されていま
すが、当社は資金繰り予測を作成する等の方法により管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。

－ 28 －
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成30年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

貸借対照表計上額 時 価 差 額
⑴ 現 金 及 び 預 金 1,927,829千円 1,927,829千円 －千円
⑵ 金 銭 の 信 託 1,350 1,350 －
⑶ 売 掛 金 68,814 68,814

貸 倒 引 当 金 (＊1） △14,005 △14,005
54,809 54,809 －

⑷ 求 償 債 権 229,104 229,104
貸 倒 引 当 金 (＊1） △73,646 △73,646

155,458 155,458 －
資 産 計 2,139,446 2,139,446 －

⑴ 短 期 借 入 金 666,752 666,752 －
⑵ 未 払 法 人 税 等 75,858 75,858 －
⑶ 長 期 借 入 金 (＊2） 397,636 397,636 －

負 債 計 1,140,246 1,140,246 －
（＊1）売掛金及び求償債権に含まれる貸倒引当金を控除しております。
（＊2）１年内返済予定の長期借入金を含めております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産
⑴　現金及び預金　⑵　金銭の信託　⑶　売掛金　⑷　求償債権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

負債
⑴　短期借入金　⑵　未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

⑶　長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引
いて算定する方法によっております。

－ 29 －
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 貸借対照表計上額（千円）

⑴　非上場株式 11,363

⑵　関係会社株式 16,800

３．金銭債権の決算日後の償還予定額
区分 １年以内（千円） １年超（千円）

⑴　現金及び預金 1,927,829 －

⑵　金銭の信託 1,350 －

⑶　売掛金 68,814 －

⑷　求償債権 229,104 －

合計 2,227,098 －

４．長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 356,016 20,016 16,640 4,964 － －

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 27,444千円
未払事業税 5,069千円
前受保証料 32,405千円
未払賞与 7,335千円
その他 6,946千円
繰延税金資産小計 79,200千円
評価性引当額 10,514千円

繰延税金資産の純額 68,686千円

－ 30 －

個別注記表



2018/11/26 11:08:08 / 18440749_株式会社パルマ_招集通知（Ｃ）

７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 535円04銭
⑵　１株当たり当期純利益 78円45銭

（注）平成30年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割につい
ては、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び1株当たり当期
純利益を算定しております。

８．重要な後発事象に関する注記
（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）
　当社は、平成30年11月９日開催の取締役会において、平成31年１月１日付で株式分割及び株式分割に伴う
定款の一部変更を行うことを決議いたしました。
⑴株式分割の目的

株式分割を実施することで、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げ、より投資がしやすい環境を整
えることにより、当社株式の流動性の向上及び投資家層と株主数の拡大を図ることを目的としております。

⑵株式分割の概要
①　分割の方法

平成30年12月31日最終の株主名簿に記載された株主が所有する普通株式１株につき、２株の割合をも
って分割いたします。

②　分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数　　　　3,068,800株
株式の分割により増加する株式数　　3,068,800株
株式分割後の発行済株式総数　　　　6,137,600株
株式分割後の発行可能株式総数　　 16,000,000株
（注）上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性

があります。

③　分割の日程
基準日公告日　　　　　　　　 平成30年12月13日
基準日　　　　　　　　　　　 平成30年12月31日
効力発生日　　　　　　　　　　平成31年１月１日

④　１株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりであり
ます。
１株当たり純資産額　　　　　　　　　 267円52銭
１株当たり当期純利益　　　　　　　　　39円22銭

－ 31 －
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⑶株式分割に伴う定款の一部変更
①　定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、平成31年１月１日をもって、当社定款
第６条の発行可能株式総数を変更いたします。

②　定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更後定款

（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、

8,000,000株とする。

（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、

16,000,000株とする。

③　定款変更の日程
効力発生日　　　　　　　　　 平成31年１月１日

⑷その他
①　資本金の額の変更

　今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

②　新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を平成31年１月１日以降、以下

のとおり調整いたします。
新株予約権の名称 取締役会決議日 調整前行使価格 調整後行使価格

株式会社パルマ第３回新株予約権 平成26年７月23日 125円 62円50銭

株式会社パルマ第４回新株予約権 平成29年12月１日 1,350円 675円

－ 32 －
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会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年11月15日
株式会社パルマ

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 板 谷 秀 穂 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 崎 将 彦 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社パルマの平成29年10月１日から
平成30年９月30日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。
１．監査の方法及びその内容
　⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

　⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査担当その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施し
ました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査い
たしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
　　④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さない

かどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。
　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上
平成30年11月19日

株 式 会 社 パ ル マ 　 監 査 役 会
常勤社外監査役 萩 原 且 彦 ㊞
社 外 監 査 役 輿 水 英 行 ㊞
監 査 役 清 水 誠 一 ㊞

以　上

－ 34 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類
第１号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締
役２名を含めた取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１
あ
阿

べ
部

ゆき
幸

ひろ
広

(昭和43年 2月 20日)

平成

平成
平成
平成

16

21
26
28

年

年
年
年

11

５
２
12

月

月
月
月

株式会社ディア・ライフ代表取締役社長
（現任）
当社代表取締役社長
当社取締役
当社取締役会長（現任）

27,900株

２
たか
高

の
野

しげ
茂

ひさ
久

(昭和39年 7 月12日)
平成18年 ２月 当社代表取締役COO

115,500株平成24年12月 株式会社ディア・ライフ取締役
平成26年 ２月 当社代表取締役社長（現任）

３
かみ
上

むら
村

たく
卓

や
也

(昭和45年 8月23日)

平成19年 １月 株式会社ディア・ライフ入社

25,400株平成21年 ５月 当社取締役
平成
平成

25
30

年
年

12
10

月
月

当社取締役管理部長
当社取締役管理部担当役員（現任）

４
すず
鈴

き
木

ひで
秀

なが
長

（昭和50年12月23日）

平成
平成
平成
平成
平成

20
23
27
28
30

年
年
年
年
年

６
11
10
12
１

月
月
月
月
月

株式会社ディア・ライフ入社
当社入社
当社営業部長
当社取締役営業部長
当社取締役営業本部長（現任）

3,600株

５
えのき
榎

 
　

かず
和

し
志

(昭和36年10月20日)

平成
平成
平成

25
26
27

年
年
年

９
12
10

月
月
月

株式会社アミックス常務取締役（現任）
当社社外取締役（現任）
株式会社アミックスコミュニティ代表取
締役（現任）

900株

６

※
さい
斎

とう
藤

 
　

さとし
聡

(昭和38年 9 月 5 日)

昭和61年 ４月 住友不動産株式会社入社

－

平成11年11月 日本アジア投資株式会社入社
平成
平成

平成

15
20

22

年
年

年

10
１

４

月
月

月

東京スター銀行不動産ファイナンス部長
アジア・パシフィック・ランド（ジャパ
ン）アセットマネジメント ヴァイスプレ
ジデント
同社アセットマネジメント統括責任者エ
グゼクティブディレクター

－ 35 －

取締役選任議案
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．榎和志氏及び斎藤聡氏は社外取締役候補者であります。
３．榎和志氏を社外取締役候補者とした理由は、他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、

見識を当社の経営の意思決定に反映していただくためです。
４．榎和志氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
５．斎藤聡氏（※）は新任の社外取締役候補者であります。
６．斎藤聡氏を社外取締役候補者とした理由は、不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験を有し

ていることから、セルフストレージファンドの設立を見据えた経営体制の強化をするためです。
７．当社は、榎和志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が

承認可決された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
８．当社は斎藤聡氏の選任が承認可決された場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引

所に届け出る予定であります。

－ 36 －

取締役選任議案
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第２号議案　監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３
名（社外監査役３名）の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

※
かた
片

ぎり
桐

 
　

よう
英

(昭和21年 7月 8日)

昭和45年４ 月 株式会社東海銀行（現三菱UFJ銀行）入行

ー平成16年８ 月 ミタチ産業株式会社取締役
平成21年９ 月 同社顧問
平成23年２ 月 株式会社上越観光開発顧問

２
こし
輿

みず
水

ひで
英

ゆき
行

(昭和42年 3月14日)

平成 元年 ４月 株式会社西洋環境開発入社

8,000株

平成 ４年 ８月 ＴＡＣ株式会社入社
平成 ５年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有

限責任あずさ監査法人）入社
平成 ９年11月 株式会社カーギルジャパン入社
平成 ９年11月 輿水公認会計士事務所（現輿水公認会計

士・税理士事務所）設立
平成18年12月 株式会社リゾートビラ富津取締役（現任）
平成20年12月 株式会社フォンティス設立

同社代表取締役（現任）
平成
平成

26
30

年
年

５
10

月
月

当社社外監査役（現任）
株式会社フーバーブレイン代表取締役
（現任）

３

※
たか
髙

つか
塚

なお
直

こ
子

(昭和38年 6月25日)

平成10年 ４月 公認会計士登録

ー

平成

平成

平成
平成
平成

平成

11

14

14
14
17

23

年

年

年
年
年

年

６

３

５
８
３

６

月

月

月
月
月

月

特定非営利法人日本国際ボランティアセ
ンター 監事
特定非営利法人ブリッジエーシアジャパ
ン 監事（現任）
税理士登録
税理士法人新井高塚会計事務所入所
特定非営利法人シェア＝国際保健協力市
民の会 監事（現任）
株式会社コラボス 監査役

平成

平成

25

27

年

年

２

４

月

月

税理士法人新井高塚会計事務所 代表社員
（現任）
株式会社シグナレックス 監査役（現任）

－ 37 －

監査役選任議案
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．各候補者は、社外監査役候補者であります。
３．片桐英氏及び髙塚直子氏（※）は新任の社外監査役候補者であります。
３．片桐英氏を社外監査役候補者とした理由は、大手金融機関における豊富な業務経験と経営者としての

見識を有していることから、取締役会の業務執行及び経営判断に関し公正・中立な立場で監視してい
ただくためであります。

４．輿水英行氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての立場に加え、経営者としての見識
を有していることから、取締役会の業務執行及び経営判断に関し公正・中立な立場で監視していただ
くためであります。

５．輿水英行氏の当社監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年７ヶ月となります。
６．髙塚直子氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験を

有し、国際貢献活動に高い知見があることから、今後求められる企業の社会的責任の見地から当社の
経営を監視していただくためであります。

７．当社は輿水英行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が
承認可決された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

８．当社は片桐英氏及び髙塚直子氏の選任が承認可決された場合、両氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

－ 38 －

監査役選任議案
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお
願いいたします。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

おお
大

もり
森

しげ
茂

のぶ
延

(昭和21年７月８日生)
昭和52年 ４月 東海銀行（現 三菱UFJ銀行）入行

ー平成15年12月 東洋インキＳＣホールディングス株式会社入社
平成30年10月 蘇州豊迅汽車租賃有限公司 総経理（現任）

（注）１．大森茂延氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．大森茂延氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、金融機関における豊富な業務経験と幅広い見識

を有していることから、当社の経営を監視していただくためであります。
３．大森茂延氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていると判断しております。
４．大森茂延氏が監査役に就任した場合は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であり

ます。

以　上

－ 39 －

補欠監査役選任議案
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パルマについて
■経営ビジョン

「ニッチ・フロンティア・イノベーション」をモットーに ITとBusiness Process Outsourcingと決済機能を融合
したサービスを提供することで、セルフストレージ業界とともに発展し、セルフストレージを通じて人々にゆとり
のある住空間を提供していくことを目指しています。

米国における市場成長パターン

物件数

物件規模拡大
更に資金流入

投資資金流入

1980年前後

資金流入により、施設数、施設規模が拡大し急成長

1990年前後
施設規模

■未来展望
・  投資資金を市場に誘導し、世帯普及率３％以上を実現させ、10～15年後に約3,000億円市場（現状の５倍）に拡大

し、セルフストレージ事業を一つの産業として確立することに貢献していく。
・将来東証一部へ上場を果たし、信用力、資金調達力を向上させる。

■当社ポジション
・国内外に類を見ないセルフストレージに関する全ての業務をワンストップで提供できるBSプロバイダーです。
・  今後上場、私募を問わずセルフストレージ専用REITが組成された際には、オペレーターにもバックアップオペレー

タにもなれる立場です。
・既存事業様にとっては必要不可欠なプラットフォームであり、新規参入者にとっては心強いパートナーです。



－ 41 －

成長戦略
TKSサービスの拡大により成長の好循環を加速

セルフストレージ物件の開発から集客・管理までワンストップサービスを提供しているため、TKSサービスの拡大が

ITSサービス、BSサービスへと波及し、全体の成長を牽引します。

また、TKSサービスが市場への投資資金の呼び水となり、セルフストレージ市場の創出を促します。

現在 5年後

TKS
ITS

BS

ITS・TKSの
成長が、
BSの更なる
成長へ連鎖

資本流入により
拡大する市場

新規参入者

既存プレーヤー

TKSが投資資金の呼び水

垂直統合により発展拡大していく事業領域

物件開発・
販売

運営受託

出口

建築・改装・コンサル・市場調査・教育研修

滞納保証～集金～撤去
運営受託
WEB予約・在庫管理・決済・レベニューマネジメントに関わるシステム
集客ポータルサイト・メディア

ファンド向けPM

物件仲介・評価
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2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年（予想） 2020年（推定）

コンテナ型施設 192.8 200.4 206.1 214.3 225.5 238.8 250.0 260.0 270.0 290.0

室内型施設 213.5 221.9 249.6 271.8 298.3 327.5 360.0 390.0 400.0 430.0

合計 406.3 422.3 455.7 486.1 523.8 566.3 610.0 650.0 670.0 720.0

寄託以外の収納ビジネス市場推移 （億円）

寄託以外の収納ビジネス市場成長率推移 （％）

寄託以外の収納ビジネス市場成長率推移

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
（予想）

2019年 2020年
（推定）

114.0%
112.0%
110.0%
108.0%
106.0%
104.0%
102.0%
100.0%
98.0%

コンテナ型施設
室内型施設
合計

日本におけるセルフストレージ市場

日本のセルフストレージ市場は堅調に成長を続けており、2020年には700億円を超える市場となる予定です。

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年（予想） 2020年（推定）

コンテナ型施設 103.9 102.8 104.0 105.2 105.9 104.7 104.0 104.0 104.0

室内型施設 103.9 112.5 108.9 109.7 109.8 109.9 108.3 108.3 108.3

合計 103.9 107.9 106.7 107.8 108.1 107.7 106.6 106.6 106.6



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
霞が関コモンゲート西館　37階　霞山会館　牡丹の間
TEL 03－3581－0401（代表）

交通 東京メトロ 銀座線
＜虎ノ門駅＞　11番出口　徒歩約１分

東京メトロ 千代田線・日比谷線・丸ノ内線
＜霞ヶ関駅＞　Ａ13番出口　徒歩約５分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

日比谷線

丸ノ内線

千代田線国会通り

虎ノ門駅

か　ざん

霞山会館
霞が関コモンゲート
西館37階

経済産業省

霞ヶ関駅

霞が関
ビル

霞ヶ関駅

霞ヶ関
A13番出口

虎ノ門
11番出口

虎ノ門病院

裁判所

桜田門駅

国会議事堂

国会議事堂前駅

総理大臣公邸

溜池山王駅

有楽町線

南北線

警察庁
総務省

外務省

財務省

外堀通り 銀座線




